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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （令和３年第１回有田川町議会定例会） 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和２年度有田川町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第５ 議案第１号 令和２年度有田川町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第６ 議案第２号 令和２年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

 日程第７ 議案第３号 令和２年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第４号 令和２年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第９ 議案第５号 令和２年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第10 議案第６号 令和２年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 日程第11 議案第７号 令和３年度有田川町一般会計予算 

 日程第12 議案第８号 令和３年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第13 議案第９号 令和３年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第14 議案第10号 令和３年度有田川町介護保険事業特別会計予算 

 日程第15 議案第11号 令和３年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算 

 日程第16 議案第12号 令和３年度有田川町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第17 議案第13号 令和３年度有田川町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第18 議案第14号 令和３年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第19 議案第15号 令和３年度有田川町簡易排水事業特別会計予算 

 日程第20 議案第16号 令和３年度有田川町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第21 議案第17号 令和３年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算 

 日程第22 議案第18号 令和３年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算 

 日程第23 議案第19号 令和３年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算 

 日程第24 議案第20号 令和３年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第25 議案第21号 令和３年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第26 議案第22号 令和３年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第27 議案第23号 令和３年度有田川町水道事業会計予算 
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 日程第28 議案第24号 有田川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第25号 有田川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

 日程第30 議案第26号 有田川町職員の服務の宣誓に関する条例及び有田川町固定資産 

            評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第31 議案第27号 有田川町犯罪被害者等支援条例の制定について 

 日程第32 議案第28号 有田川町へき地地域定住促進対策条例を廃止する条例の制定に 

            ついて 

 日程第33 議案第29号 有田川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の 

            一部を改正する条例の制定について 

 日程第34 議案第30号 有田川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第35 議案第31号 平成３０年度有田川町防災行政無線デジタル化改修事業の請負 

            変更契約について 

２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番    畑  之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       15番   湊   正 剛 

    16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

    14番   新 家   弘 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ２番   増 谷   憲       15番   湊   正 剛 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  一ツ田 友 也    消 防 長  中 硲   準 

   産 業 振 興 部 長  森 田 栄 一    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  新 田 耕 作    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  細 野 正 人    教 育 長  片 嶋   博 

   教 育 部 長  井 上 光 生     
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７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  竹 中 幸 生    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   おはようございます。 

   １４番、新家弘君から欠席の届出がありましたので、報告します。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達していますので、有田川町議

会定例会は成立いたしました。 

   ただいまから、令和３年第１回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において２

番、増谷憲君、１５番、湊正剛君を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   ２月２４日に開催された議会運営委員会の結果について、委員長より報告をお願い

します。 

   議会運営委員会委員長、殿井堯君。 

○議会運営委員会委員長（殿井 堯） 

   改めまして、おはようございます。 

   議長の指名がありましたので、議会運営委員会の開催結果について、御報告を申し

上げます。 

   去る２月２４日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並

びに日程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。 

   その結果、会期につきましては、本日から３月２４日までの２３日間と決定させて

いただきました。なお、一般質問は１６日、１７日としております。 

   議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたいと思い

ます。日程第４から日程第３５までの報告１件、議案３１件について一括上程を行い、
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当局から提案理由の説明を求めた後、全員協議会にて御審査いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、日程第４、報告第１号及び日程第５、議案第１号

から日程第１０、議案第７号までの補正予算７件については、議案審議を本日お願い

したいと思います。 

   この会期、日程等に御賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御協

力をお願い申し上げて、御報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   お諮りいたします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月２４日ま

での２３日間にしたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から３月２４日までの２３日間に決定いたしました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、報告１件、議案３１件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２名であります。 

   次に、監査委員より、令和２年１１月から令和３年１月までの例月現金出納検査の

結果及び令和２年１１月、１２月に実施した令和元年度における財政援助団体等の監

査報告を受けていますので、お手元に配付しております。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第４から日程第３５までの報告１件、議案３１件を一括議題としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第４から日程第３５までの報告１件、議案３１件を一括議題とし

ます。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   おはようございます。 

   それでは、令和３年度第１回定例会に提案をさせていただきました議案について、



－５－ 

提案理由の説明を申し上げたいと思います。 

   本日、ここに令和３年有田川町議会第１回定例会を招集しましたところ、議員各位

には、何かとお忙しいところ、御参集を賜り、厚く御礼を申し上ます。 

   令和３年度予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、有田川町長とし

て所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆さんに、一層の御理解と御協力を

お願いするところであります。 

   新型コロナウイルス感染症は、一昨年１２月に中国で端を発し、昨年２月に和歌山

県内でも初めて感染が確認され、早くも１年が経過したところであります。感染は世

界中に急拡大し、多くの犠牲者と住民生活や経済活動に大きな混乱をもたらしており、

いまだ収束の兆しも見えておりません。 

   振り返りますと、国内において新型コロナウイルス感染症の拡大により、政府は昨

年１月２９日に対策本部を設置し、４月には全都道府県を対象とした緊急事態宣言を

発出しました。 

   有田川町におきましても、昨年２月１４日に新型コロナウイルス対策警戒本部を立

ち上げ、また２月２８日に緊急事態宣言が出ておりませんでしたが、類似した状況に

なってきたと思われることから対策本部を格上げし、以降、新型コロナウイルスの感

染拡大防止対策と安心・安全な住民生活及び経済再興に向けた支援のほか、感染防止

の周知・啓発を図ってまいりました。 

   緊急経済対策といたしまして国が実施した特別定額給付金の給付はもとより、新型

コロナウイルスの影響を受けて経営が著しく悪化している事業所に対して、国が行う

持続化給付金に先駆け、有田川町独自の持続化給付金を給付し、緊急的に経営の継続

資金へと役立てていただきました。 

   このたびの補正予算では、持続化給付金の対象をさらに拡大し、経営の継続資金に

役立てていただくよう計上させていただいているところであります。 

   また、町民の皆様への生活支援と売上げが落ち込んでいる町内の事業者の景気対策

を行うため、水道使用料金の減額措置や、全ての町民に対して１人当たり１万円のク

ーポン券を配布しました。クーポン券配布につきましては、第２弾として本年７月末

までに使用できるクーポン券、これも１人１万円ですけれども、先般、配布したとこ

ろであります。 

   また、多くの事業者の皆さん、住民の皆様方からたくさんのマスクや消毒液、御寄

附の提供をいただき、感染拡大防止に活用させていただきました。この場をお借りし

まして厚く御礼を申し上げたいと思います。 

   また、昨年３月には、政府から小中学校等の臨時休校要請を受けて、有田川町内の

小中学校でも３月２日から５月末まで長期にわたって臨時休校となりました。残念な

がら、例年行っている運動会や遠足等各イベント、夏休みも見直さざるを得なくなり、

新型コロナウイルスによる影響は非常に大きなものとなりました。また、保育所にお



－６－ 

きましても、保護者の皆さんの御協力をいただき、できるだけ登園を控えていただく

など、町民の皆さん一体となってこの困難を乗り越えてきているところであります。 

   ところで、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、現時点で総

額６億２，５９１万８，０００円の交付決定をいただき、感染拡大の防止や経済対策

等、対象として承認された事業につきまして取組を進めています。また、このたび第

３次の交付金として総額２億８，７４７万５，０００円の交付限度額が示され、町独

自の持続化給付金の拡大等、これに係る補正予算も計上させていただいているところ

であります。 

   全国的にも待ち望まれていましたワクチン接種でございますが、まずは医療従事者

を対象に実施し、引き続き高齢者、基礎疾患を持たれている方を対象に行うため、こ

れに係る予算を１月１９日に専決処分させていただきました。今後、一般の方への接

種の時期はまだ定かではありませんが、町といたしましても、よりスムーズにこれら

の作業が実施できるよう関係機関とも調整していきたいと考えております。 

   また、新型コロナウイルス感染症の終息の目途は立っておりませんが、感染拡大防

止と社会経済活動の両立を図るためにも、新しい生活様式を定着させていかなければ

ならないと考えております。 

   さて、有田川町は合併して１５年が経過しました。依存財源である地方交付税は合

併算定替え期間が終了し、令和３年度以降は本来の一本算定に移行し、財政運営の転

換期を迎えることになります。自主財源を確保していくためにも、ふるさと納税制度

を活用し、町内事業者の皆さんの御協力の下、より充実したものとし、その増額に努

めたいと考えております。 

   また、令和３年度は第２次長期総合計画前期計画の最終年度であり、後期計画へと

つなぐ年でもあります。その中で人口問題は、本町において特に重要な課題の一つで

あります。新型コロナウイルスの影響で、働き方・暮らし方が大きく変わり、地方が

注目を集めている今、本町の魅力を積極的に広く発信し、受け入れる地域の環境整備

にも力を入れていきたいと考えております。進行する人口減少・超高齢化社会に対応

し、深刻化する後継者問題にも対応するためにも、移住対策、就業支援に積極的に取

り組んでいきたいと考えております。 

   また近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化しており、南海トラフ

地震等の大規模地震は切迫していると言われています。町民の皆さんの生命・財産を

守る取組を最重要課題として、ハード・ソフト面において防災・減災対策に取り組ん

でまいります。 

   平成３０年度から取りかかっております防災行政無線デジタル化改修工事は、令和

２年度で完成する予定でありますし、防災拠点として庁舎改修等もほとんど完成し、

令和３年度はきびドーム大規模改修を予定しているところであります。 

   一方、財政状況においては、地方交付税の合併算定替の経過措置によって、平成２
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８年度以降、段階的に交付税が削減され、令和３年度は最終年度で本来の一本算定に

なり、約３億５，０００万円が削減される見込みであります。交付税に依存している

当町にとっては、今後一段と厳しさを増すと予想されます。 

   こうした中、自主財源として小水力発電施設の売電収入、大規模太陽光発電、バイ

オマス発電事業所の誘致など、一般財源の確保にも努めているところであり、また大

勢の方々からいただきましたふるさと応援寄附金を活用しながら、限られた財源の下

で多様化する町民ニーズに対応し、生活の豊かさを継続的に求めていくためには、さ

らなる効率化と新たな意欲を持って、時機を捉えながら創意工夫を凝らし、町行政を

運営していかなければなりません。今後においても、いつも住民の安心・安全を第一

に考え、豊かで住みよいまちづくりの実現とさらなる町の発展により一層の努力をし

てまいりたいと思います。 

   どうか議員各位には、そのことに御理解をいただきまして、御指導、御協力を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げる次第であります。 

   それでは、予算について説明を申し上げます。 

   令和３年度予算は、住民サービス向上、新たなニーズへの対応、コロナウイルス感

染症対策等の社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、将来的にも安定した財政運営がで

きる予算を構成するため、有田川町長期総合計画に定める基本目標を柱として、常に

コスト意識を持って、事業の緊急性や必要性を熟慮した上で、取捨選択や効率的な執

行に取り組むことが重要であると考え、予算を編成いたしました。 

   予算編成につきましては、歳入に重点を置いた一般財源枠配分方式を本年度も実施

し、普通交付税が一本算定となることを受けて、一般経費配分の経常経費のシーリン

グカットを行いました。このことによりまして、計画的な歳出の適正化と効率化を図

るとともに、持続可能な予算構造の確立を図るという予算編成方針に基づき予算編成

に努め、本町の抱える課題、問題点等を全職員が共有することにより、真に住民が必

要とする事業を優先し、職員の英知を結集し、最小の経費で最大の効果を上げるよう

万全の体制で取り組んでいきたいと考えております。 

   令和３年度の一般会計・特別会計予算の合計額は、一般会計で、きびドーム大規模

改修、ふるさと応援寄附金の増額があったものの、公共下水道事業特別会計、簡易水

道事業特別会計などの減額により、前年度に比べ７億６４２万２，０００円少ない２

６１億９，２３４万１，０００円となっております。また、水道事業会計については、

前年度に比べ３億９，５７９万５，０００円少ない５億４，３１７万６，０００円と

なっております。 

   今後も町民の皆さんの御理解をいただきながら行財政改革に取り組むとともに、住

民サービスの向上と財政の健全化に努めてまいりたいと思います。 

   本定例会に上程させていただきました議案は、予算案件２４件、条例案件７件、そ

の他案件１件の合計３２件であります。 
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   なお、令和３年度予算の一般会計から特別会計において、地方自治法施行規則の改

正により、歳出の節体系から７節賃金を削り、以降の節番号が繰り上がって、例年と

変更になっております。 

   それではまず、議案第７号の令和３年度有田川町一般会計予算について御説明を申

し上げます。 

   歳入・歳出規模は、前年度に比べ０．９％増の、額にして１億４，０００万円多い

総額１６５億２，０００万円となっております。 

   歳入の主なものといたしまして、町税は、新型コロナウイルス感染症対策の固定資

産税の特例措置の拡充による減収などを見込み、前年度より減額の２８億１，７９３

万７，０００円を計上しております。 

   なお、徴収率は県下でトップクラスに位置しているところでありますが、滞納対策

については、職員による個別徴収は今まで以上に努力することはもちろんのこと、今

後も和歌山地方税回収機構なども活用し、徴収率の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

   地方譲与税については、２億６６７万７，０００円を計上し、そのうち森林環境譲

与税として６，２６７万６，０００円を見込んでいます。 

   各交付金の主なものにつきましては、法人事業税交付金に７４０万円を、地方消費

税交付金に５億２，４００万円を、環境性能割交付金に９００万円を、地方特例交付

金に１，７６０万円を、また新たに新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特

別交付金として２，２８０万円を、その他交付金においても、令和３年度地方財政対

策を踏まえたものといたしております。 

   地方交付税につきましては、国から地方公共団体へ交付される総額は１７兆４，３

８５億円で、前年度に比べ８，５０３億円、率にして５．１％増となっております。

本町においては、合併算定替えが終了となり一本算定となりますが、地方財政対策の

伸び率などを考慮した上で、前年度と同額の６１億３，０００万円を計上しておりま

す。 

   分担金及び負担金は６，６８４万円を、使用料及び手数料は１億２，８４７万１，

０００円を、国庫支出金は９億８，８３４万３，０００円を、県支出金は１１億２，

８５４万円を、寄附金については、ふるさと応援寄附金を１０億円見込んで１０億４

１０万１，０００円を、繰入金では、町債の償還のための財源に減債基金２億円を、

各種事業執行のための目的基金１５億３，３０８万１，０００円を繰入れするととも

に、財源不足を調整するために財政調整基金を３億円繰り入れ、前年度比３１．８％

増の２０億３，３７７万７，０００円を計上しております。 

   町債では、前年度比４８％減の１１億７４０万円を借り入れることとしています。 

   主なものといたしまして、臨時財政対策債に５億円を、総務債に合併特例事業債な

ど４億３，７９０万円少ない２億６，０１０万円を、民生債に７，４２０万円を、土
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木債に２億２６０万円をそれぞれ計上しております。 

   その他の歳入につきましても、従来の歳入実績に基づいて、それぞれの科目に計上

をいたしております。 

   歳出につきましては、款別に主なものとしまして、１款議会費は、新たなインター

ネット録画配信事業委託料として７０万９，０００円を含め、１億１２０万９，００

０円を計上しております。 

   ２款総務費は、前年度より８７２万４，０００円多い２５億２２８万３，０００円

を計上しております。 

   一般管理費では、防犯灯電気代補助金として７８３万円を、なお、この補助金には、

防犯灯の維持管理に対する寄附金を充てることにしております。 

   財政管理費では、委託料の測量設計監理等委託料として２，１９０万４，０００円

を、吉備庁舎大規模改修工事として１億１，７７４万円を、きびドーム大規模改修工

事として４億１，５０７万８，０００円を、企画費では、報償費にふるさと応援寄附

金返礼品として４億円を、委託料に長期総合計画策定業務委託料として３３８万７，

０００円を、東京オリンピック・パラリンピック地域活性化推進首長連合負担金とし

て１０万円を、情報通信基盤施設費では、施設設備管理委託料に３，５５５万２，０

００円を、過疎対策費では、コミュニティバス運行委託料に１，４２１万５，０００

円を、移住就業支援拠点施設整備事業の測量設計監理等委託料として６８５万３，０

００円を、地域再生マネージャー事業委託料に７４０万８，０００円を、ブドウ山椒

産地活性化支援業務委託料に４５２万９，０００円を、生活バス運行補助金に３，８

００万円を、地方創生推進交付金事業では、アニメの世界とボクらの未来プロジェク

ト事業として１，５１０万５，０００円を、徴税費の賦課徴収費では、地番図・家屋

図作成委託料に８１８万４，０００円を、負担金補助及び交付金に有田川町すまい給

付金として１，１００万円を、戸籍住民基本台帳費では、住民票などのコンビニ交付

開始に伴いクラウドシステム使用料など運営費として１９０万７，０００円を、通知

カード・個人番号カード関連事務委任交付金として９５６万５，０００円を計上して

おります。 

   選挙費では、衆議院議員総選挙費として２，９７９万３，０００円を、町長・町議

会議員一般選挙費として４，６２４万２，０００円をそれぞれ計上しております。 

   ３款民生費は、前年度より３億２，５９７万５，０００円少ない４１億４，５１８

万５，０００円を計上しております。 

   主なものといたしまして、社会福祉総務費では、委託料の地域福祉計画策定業務委

託料として４５０万円を、町社会福祉協議会補助金に４，２０４万２，０００円を、

国民健康保険事業特別会計への繰出金として２億７，０５１万９，０００円を、障害

者福祉費では、新たに権利擁護センター事業委託料として２８１万円を、紀の国わか

やま文化祭２０２１実行委員会補助金として１４２万４，０００円を、障害福祉サー
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ビス費に４億３，０５２万２，０００円を、扶助費として重度心身障害児者医療費な

どに７，０４６万円を、老人福祉費では、報償費に敬老祝金などとして１，４６２万

７，０００円を、有田郡老人福祉施設事務組合なぎ園の負担金に４，０１７万３，０

００円を、シルバー人材センター補助金に１，０５３万９，０００円を、扶助費とし

て老人福祉施設入所措置費などに４，１５４万２，０００円を、繰出金として後期高

齢者医療特別会計へ４億８，７７０万８，０００円を、介護保険事業特別会計へ５億

４，７９０万９，０００円をそれぞれ計上しております。 

   児童福祉総務費では、報償費の第３子以降出産祝い金として９５０万円を、委託料

として放課後児童健全育成事業委託料、私立保育所入所委託料などに２億８，４６５

万２，０００円を、負担金補助金及び交付金として在宅育児支援事業給付金、子育て

のための施設等給付金などに２，９６９万２，０００円を、扶助費として子ども医療

費扶助費に５，７８４万円を、児童措置費では、児童発達支援事業給付費補助金など

として１億９，０３７万４，０００円を、扶助費としてゼロ歳から中学生を対象とし

た児童手当に３億９，４５０万円を、母子福祉費では、扶助費としてひとり親家庭医

療費に２，４８２万円を、保育所費では、給食調理業務の民間委託料として６，１７

７万６，０００円を、工事請負費にきび森の保育所駐車場等整備工事として３，３１

１万円を計上しております。 

   ４款衛生費は、前年度より７，４４５万５，０００円多い１２億６，１９６万４，

０００円を計上しております。 

   主なものといたしまして、保健衛生総務費では、委託料として妊婦一般健康診査、

がん検診、産前産後サポート事業、産後ケア事業委託料などに５，９８６万４，００

０円を、予防費では、需用費と備品購入費に新型コロナウイルス感染症予防対策費用

として５２２万５，０００円を、委託料にインフルエンザ予防接種、風しん抗体検査

委託料などとして９，５２８万円を、環境衛生費では、需用費に清水斎場の修繕など

として１，０８９万円を、一般住宅用太陽光発電設備導入補助金として３６０万円を、

有田聖苑事務組合分担金として６６７万９，０００円を、保健センター費では、工事

請負費に清水保健センター空調更新工事として８９３万２，０００円を、清掃費のじ

ん芥処理費では、委託料としてごみ収集運搬業務委託料など１億３１２万２，０００

円を、備品購入費にごみ収集車の自動車購入費として１，０２６万３，０００円を、

有田周辺広域圏事務組合分担金衛生施設分に２億９，２５５万６，０００円を、し尿

処理費では、有田周辺広域圏事務組合分担金衛生施設分として１億７１８万６，００

０円を、合併処理浄化槽設置補助金に１，４６８万６，０００円を、浄化槽事業特別

会計への繰出金として２２４万８，０００円を、上水道費では、簡易水道事業特別会

計への繰出金として２億８，７８９万３，０００円を計上しております。 

   ５款労働費では、雇用創出推進基金活用事業のイメージアップ事業に１，０６０万

５，０００円を計上しております。 
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   ６款農林水産業費は、前年度より１億２，７１３万６，０００円少ない１３億１，

２７０万５，０００円を計上しております。 

   農業総務費では、工事請負費の農家高齢者創作館の解体撤去工事として１，９４０

万円を、農産物加工販売施設空調設備更新事業として１，２５０万円を、農業振興費

では、有害鳥獣捕獲報償費に３，２４７万５，０００円を、委託料に農業振興地域の

見直しによる整備計画作成委託料として６８４万８，０００円を、中山間地域直接支

払制度交付金に１億８，３２０万９，０００円を、農業次世代人材投資事業補助金に

１，４００万円を、多面的機能支払交付金に４，６１５万７，０００円を、農地費で

は、委託料に防災重点農業用ため池評価業務委託料として２，７００万円を、工事請

負費に、小規模土地改良事業として３，０００万円を、農業水路等長寿命化・防災減

災事業として２，３００万円を、地籍調査費では、委託料に地籍調査測量等委託料と

して１億１，６９４万円を、排水事業費では、農業集落排水事業特別会計などへの繰

出金として２億５，００８万３，０００円を、林業費の林業振興費では、未利用材搬

出補助金に６００万円を、林道維持改良費では、工事請負費に林道維持補修事業とし

て９００万円を、林道新設改良費では、育成林整備事業の工事請負費に峠上二澤線の

工事として７，７００万円を、森林整備費では、委託料にカシノナガキクイムシ対策

業務委託料として３００万円を、森林環境譲与税を財源とした森林環境譲与税活用事

業費では、報償費に誕生祝い、成人祝いの記念品として２１２万６，０００円を、委

託料に、意向調査、集積計画策定、間伐事業委託料などとして３，６０２万９，００

０円を、新たに新規就業補助金として２７０万円を計上しております。 

   ７款商工費は、前年度に比べて２，６２６万１，０００円多い２億２，７９０万６，

０００円を計上しております。 

   商工総務費では、商工会補助金に１，６５０万円を、女性・若者企業支援事業補助

金に３５０万円を、観光費では、ふるさと体験施設の修繕料に２，１００万円を、委

託料にふるさと体験施設指定管理料などとして３，６２０万３，０００円を、かなや

明恵峡温泉特別会計への繰出金として１，７８０万４，０００円を計上しております。 

   ８款土木費は、前年度より１億５，５５１万７，０００円多い１４億７，６０４万

２，０００円を計上しております。 

   土木総務費では、住宅・建築物耐震改修事業補助金に１，０８３万４，０００円を、

道路橋りょう維持費では、工事請負費に道路橋りょう維持修繕工事費として２億２，

５００万円を、道路新設改良費では、委託料に防災安全交付金事業や過疎・辺地対策

事業の測量設計監理等委託料などとして４，５５０万円を、工事請負費に過疎・辺地

対策事業や防災・安全交付金事業などとして１億９，８００万円を、土地購入費に１，

２８０万円を、物件補償費に３，６７３万円を、都市計画総務費では、委託料に都市

計画見直しによる都市計画マスタープラン策定業務委託料として８００万円を、空き

家対策総合支援事業除却補助金として１，０００万円を、下水道費では、公共下水道
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事業特別会計への繰出金として６億９，２９２万２，０００円を、住宅費では、工事

請負費に公営住宅・改良住宅ストック総合改善事業として２，１２０万円を計上して

おります。 

   ９款消防費は、前年度より３億２，３８５万少ない７億４，７２０万９，０００円

を計上しております。 

   常備消防費では、備品購入費に防火衣や救助救急用備品などとして１，０２５万１，

０００円を、非常備消防費では、消防団員等報酬として２，０１９万５，０００円を、

消防施設費では、工事請負費に防火水槽整備工事費として１，１６０万円を、備品購

入費として、小型消防ポンプ付積載車などの自動車購入費に１，３５０万円を、災害

対策費では、衛星携帯電話アンテナ整備委託料と備品購入費を合わせて６５０万５，

０００円を計上しております。 

   １０款教育費は、前年度より５，８９１万６，０００円少ない１０億３，１３２万

４，０００円を計上しております。 

   教育総務費の事務局費では、通学対策費では、委託料としてスクールバス等運行維

持管理委託料６，５６３万２，０００円を、義務教育振興費では、役務費の施設設備

保守点検料にＧＩＧＡスクール用タブレット保守などとして１，４２３万９，０００

円を、備品購入費に学校イントラネットシステムのファイルサーバーの購入費として

１，１１１万４，０００円を、特色ある学校づくり施策として教育活動奨励交付金に

１，０８０万円を、小学校費の学校管理費では、修繕料に７７０万円を、中学校費の

教育振興費では、教科書改訂に伴う指導書等に７１１万８，０００円を、社会教育費

の社会教育総務費では、紀の国わかやま文化祭２０２１実行委員会補助金として５９

３万１，０００円を、文化財保護費では、委託料に保存計画策定支援業務委託料とし

て２９２万８，０００円を、保健体育費の体育施設費では、工事請負費に金屋テニス

公園コート照明ＬＥＤ化改修工事として１，３７５万円を、学校給食費では、委託料

に給食調理業務委託料として３，８１１万５，０００円を計上しております。 

   １２款公債費は、前年度より７，０７６万９，０００円多い２５億９，１３６万６，

０００円を計上しております。 

   １３款諸支出金の基金費では、積立金として、ふるさと応援基金積立金として１０

億円を、循環型社会の構築と自然エネルギー推進基金積立金として３，４９０万８，

０００円などを計上しております。 

   また、一般会計から各特別会計への繰出金として、総額２５億５，９０６万９，０

００円を計上しております。そのほかにも債務負担行為及び地方債などの所要の経費

を計上した結果、令和３年度一般会計予算総額は、歳入、歳出それぞれ１６５億２，

０００万円と相なりました。 

   次に、各特別会計予算について御説明を申し上げます。 

   議案第８号は、令和３年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算であります。国



－１３－ 

民健康保険事業は、医療費の動向に大きく左右されるものでありますので、疾病の早

期発見、早期治療を目指すことはもちろん、予防医療に最重点を置いた健康づくり事

業を推進しているところであります。本年度予算は、年々被保険者は減少傾向になっ

ており、依然として厳しい状況の中、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、保健

事業費等に３５億１，６９１万４，０００円を計上しております。なお、この財源と

いたしましては、国民健康保険税、県支出金及び繰入金などを充てることにいたして

おります。 

   議案第９号は、令和３年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算であります。本年

度予算として、後期高齢者医療広域連合納付金などに７億６，０２６万５，０００円

を計上しております。この財源といたしましては、保険料及び一般会計繰入金などを

充てることにしております。 

   議案第１０号は、令和３年度有田川町介護保険事業特別会計予算であります。介護

保険事業に要する保険給付費として、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、

高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費及び地域支援事業費などに３２

億５，１１５万３，０００円を計上しております。この財源といたしましては、保険

料、国・県支出金、支払基金交付金及び繰入金などを充てることにいたしております。 

   議案第１１号は、令和３年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算であ

ります。特別養護老人ホームしみず園基金積立金及び予備費などに１１万４，０００

円を計上しております。 

   議案第１２号は、令和３年度有田川町簡易水道事業特別会計予算であります。施設

費の水道施設管理費として１億１，９９３万８，０００円を、水道施設整備事業費で

は、工事請負費に１，６９３万２，０００円を計上し、その他にも債務負担行為及び

地方債などの所要の経費を計上した結果、予算総額は４億７，９１８万円と相なりま

した。この財源といたしましては、分担金、使用料、繰入金及び町債などを充てるこ

とにいたしております。 

   議案第１３号は、令和３年度有田川町公共下水道事業特別会計予算であります。施

設管理費としまして７，２１６万６，０００円を、施設整備事業費では、公共下水道

事業として２億４，８００万円を、下水道統合事業として１億６００万円を、公債費

に６億７，４４２万５，０００円を計上し、その他にも債務負担行為及び地方債など

の所要の経費を計上した結果、予算総額は１２億６，９８４万６，０００円と相なり

ました。なお、財源といたしましては、負担金、使用料、国・県支出金、繰入金及び

町債などを充てることにいたしております。 

   議案第１４号は、令和３年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算であります。

吉原、田殿、徳田、吉見、熊井・奥地区の五つの農業集落排水施設管理費として１億

３，７０２万３，０００円を、公債費に１億５，１３８万２，０００円を計上し、予

算総額は３億７０１万２，０００円と相なりました。 
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   なお、財源といたしましては、分担金、使用料及び繰入金などを充てることにいた

しております。 

   議案第１５号は、令和３年度有田川町簡易排水事業特別会計予算であります。本年

度予算につきましては、簡易排水施設管理費、町債の元利償還金等に２０９万４，０

００円を計上しております。 

   議案第１６号は、令和３年度有田川町浄化槽事業特別会計予算であります。本年度

予算につきましては、施設管理費、町債の元利償還金などに６８８万６，０００円を

計上しております。 

   議案第１７号は、令和３年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算であります。

本年度予算は、施設管理費などに７，５５３万３，０００円を計上しております。こ

の財源といたしましては、使用料、販売収入などの諸収入及び繰入金を充てることに

いたしております。 

   議案第１８号は、令和３年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算であります。

本年度予算は、財産区管理会委員の報償金などに５万６，０００円を計上しておりま

す。 

   議案第１９号は、令和３年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算であります。

本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び予備費などに３９万３，０００円を計

上しております。 

   議案第２０号は、令和３年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び予備費などに１９５万８，０００

円を計上しております。 

   議案第２１号は、令和３年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び公有林整備事業債の元利償還に伴

う繰出金などに８５万４，０００円を計上しております。 

   議案第２２号は、令和３年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算につきましては、財産区管理会委員の報償金及び予備費などに８万３，

０００円を計上しております。 

   議案第２３号は、令和３年度有田川町水道事業会計予算であります。まず、収益的

予算ですが、水道事業収益の水道使用料などで４億９，２７９万８，０００円を、水

道事業費用では、水道施設の維持管理費や企業債償還利息等の経常経費及び減価償却

費などで４億２，８５５万５，０００円を計上しております。次に、資本的予算です

が、資本的収入は公共下水道事業に伴う移設工事負担金で１，５３６万円を、資本的

支出は建設改良費の県道吉備金屋線配水管布設替工事、公共下水道事業に伴う水道管

布設替工事などと、企業債償還元金で１億１，４６２万１，０００円を計上しており

ます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の９，９２６万１，０００円

は、当年度分損益勘定留保資金などで補塡いたします。 
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   以上で、令和３年度当初予算の説明を終わります。 

   次に、令和３年度当初予算以外の議案について申し上げます。 

   報告第１号は、令和２年度有田川町一般会計補正予算第６号として、地方自治法第

１７９条第３条の規定に基づき、専決処分の承認を求めるものであります。今回の補

正は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、早急に接種事業を

実施できる体制を整備し、医療従事者等に優先接種を実施する必要が生じたために、

早急に予算措置を講じたものであります。補正額は、歳入、歳出それぞれ１，５１８

万５，０００円を追加し、補正後の予算総額は２１２億８，００８万６，０００円と

相なりました。なお、補正額の財源といたしましては、国庫支出金、財政調整基金繰

入金を充てることにしております。 

   議案第１号は、令和２年度有田川町一般会計補正予算第７号であります。今回の補

正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が２億８，７４７万５，０

００円交付されるため、有田川町持続化給付金事業や、今までのコロナウイルス感染

症対策事業の財源更生を行っております。 

   歳入においては、町税、地方交付税、分担金、国・県支出金、寄附金、繰入金、繰

越金及び町債など、現時点での見込み得る額が把握できましたので、増減補正をする

ものであります。補正の大きなものとしましては、町税で４，７２９万９，０００円

を、地方交付税の普通交付税で２億８，２８７万６，０００円を、ふるさと応援寄附

金を３億８，０００万円見込んでいましたが、１億２，０００万円を増額補正し５億

円を見込み、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を含む国庫支出金と

して３億２，９６６万８，０００円を、前年度繰越金として２億２，１８４万３，０

００円を計上するとともに、町減債基金繰入金として２億７，０００万円を、財政調

整基金繰入金として３億８９０万３，０００円を、ふるさと応援基金などの特定目的

基金繰入金として２億４，４８５万４，０００円を、町債として２億６１１万６，０

００円をそれぞれ減額し、歳入として計上しております。 

   また、歳出においては、総務費では、企画費のふるさと応援寄附金の返礼品として

４，８００万円を、手数料・使用料として２，７３５万７，０００円を、民生費では、

障害者福祉費の障害福祉サービス費として１，４８０万円を、児童福祉総務費の修繕

料として２１６万円を、放課後児童健全育成事業委託料として６９４万１，０００円

を、放課後児童健全育成事業補助金として２００万円を、児童措置費の児童発達支援

事業給付費補助金として２，８００万円を、農林水産業費では、農業振興費の有害鳥

獣等捕獲報償費として３４３万９，０００円を、農地費の事業計画概要書作成業務委

託料として７００万円を、地籍調査費の地籍調査測量等委託料として７，２９１万３，

０００円を、林道新設改良費の工事請負費として７，７００万円を、商工費では、商

工総務費の有田川町持続化給付金として１億８，８６５万円を、観光費のかなや明恵

峡温泉特別会計繰出金として１，１６０万円を、土木費では、道路新設改良費の防災
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安全交付金事業として７，０００万円を、県営事業負担金として４９４万８，０００

円を、教育費の社会教育費では、図書館費のシステム移設設定等委託料として１３４

万２，０００円を、保健体育総務費の新型コロナウイルス感染症対策等の学校教育活

動継続支援事業の消耗品費として１，０８０万円を、諸支出金の基金費では、ふるさ

と応援基金などの積立金として２億１，７１９万５，０００円を増額補正する一方、

その他の歳出につきましても、補助基準額の変更による事業費の変更等、所要の補正

を行い、未執行額となる見込額を減額した結果、今回の補正額は５，６６０万円の補

正を行うものであります。補正後の予算総額は、２１３億３，６６８万６，０００円

と相なりました。また、繰越明許費及び地方債の補正につきましても、御審議を願う

ものであります。 

   議案第２号は、令和２年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号であ

ります。今回の補正は、国民健康保険税などの見込み得る額が把握できましたので、

２００万円の減額補正を行うものであります。補正後の予算総額は、３５億２，２３

１万９，０００円と相なりました。 

   議案第３号は、令和２年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３号でありま

す。今回の補正は、国庫支出金などの見込み得る額が把握できましたので、２００万

円の減額補正を行うものであります。補正後の予算総額は、３２億９，８５４万３，

０００円と相なりました。 

   議案第４号は、令和２年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第４号でありま

す。今回の補正は、一般管理費、水道施設管理費等の不用額となる未執行額を減額し

た結果、５８３万２，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は５億３，７１

４万５，０００円と相なりました。また、繰越明許費の補正につきましても、御審議

を願うものであります。 

   議案第５号は、令和２年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第３号であり

ます。今回の補正は、下水道事業債と過疎対策事業債の限度額の振替を行うため、地

方債の補正を行うものであります。 

   議案第６号は、令和２年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第１号であ

ります。今回の補正は、温泉利用者が減少したため、歳出の入湯税を減額するととも

に、歳入の施設使用料などを減額し、それに伴い一般会計繰入金を１，１６０万円補

正した結果、今回の補正額は３００万円の減額補正となり、補正後の予算総額は７，

１４８万円と相なりました。 

   続きまして、議案第２４号は、有田川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。介護保険法第１１７条の規定により、介護保険事業計画を３年

に一度見直さなければならないこととなっており、令和３年度から令和５年度の第８

期介護保険事業計画を策定するに当たり、介護給付等対象サービスの種類ごとの見込

み量の推計を行い、それに伴う介護保険料について定める必要があるため、所要の改
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正を行うものであります。 

   議案第２５号は、有田川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。今回の改正は、借家の家賃を支払っている職員並びに住宅を新築

され、または購入された職員に対して支給している住居手当について、県内市町村の

支給状況を踏まえ、住宅を新築、購入した職員に対する手当を廃止するものでありま

す。 

   議案第２６号は、有田川町職員の服務の宣誓に関する条例及び有田川町固定資産評

価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。今回の改正は、

有田川町が進める押印の見直しの一環として、本文中及び様式中の押印を廃止するも

のであります。 

   議案第２７号は、有田川町犯罪被害者等支援条例の制定についてであります。犯罪

被害者等基本法第５条の規定に基づき、有田川町における犯罪被害者等の支援のため

の施策に関する基本となる事項を定めることにより、必要となる施策を総合的に推進

し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復を図ることを目的とし、条例

の新規制定を行うものであります。 

   議案第２８号は、有田川町へき地地域定住促進対策条例を廃止する条例の制定につ

いてであります。 

   この条例は、本町のへき地地区住民の増加及び定住を促進するため、５年以上の定

住意思があることを条件に、転入後１年経過後に奨励金を支給するものであります。

しかし、目まぐるしく変化する社会情勢の下で、５年先の生活スタイルが現状と大き

くさま変わりすることも予想され、十分その機能が発揮されているとは言えず、へき

地地域への定住の動機にはつながっていないのが現状であります。これらのことから、

本条例を廃止するものであります。 

   議案第２９号は、有田川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてであります。今回の改正は、消防団員の処遇改善の

ため、県内でも低水準である支団長以下の報酬の支給額を、現在の支給額に２，００

０円加算するため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３０号は、有田川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

であります。今回の改正は、令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別措置

法等の一部を改正する法律が公布され、２月１３日から施行されたことに伴い、新型

コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について改正す

る必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３１号は、平成３０年度有田川町防災行政無線デジタル化改修事業の請負変

更契約についてであります。今回の変更は、平成３０年９月１９日に締結した平成３

０年度有田川町防災行政無線デジタル化改修事業の請負契約金額を１，９５９万４，

４４０円減額し、変更後の契約金額を８億２，１５０万２，０００円としたいので、
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変更契約を締結するに当たり議会の議決をお願いするものであります。 

   以上で、提出議案に対する私の説明は終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 
○議長（森谷信哉） 

   以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

   休憩中において、１１時より全員協議会を開催いたします。準備のためしばらく時

間を頂きますが、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時４０分 

再開 １４時２０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

……………日程第４ 報告第１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４、報告第１号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度有田川

町一般会計補正予算第６号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷です。報告第１号について、質疑をさせていただきます。 

   私、先ほどのやり取りで驚いたんですけども、いまだに医療従事者にはワクチンが

届いていないということなんですが、めどは立っているんでしょうか。まず、その点

確認したいんですが。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   医療従事者の接種については、県が行う事業ですけれども、まだ和歌山県にはワク

チンは届いてないと聞いております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 
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○２番（増谷 憲） 

   そういう状況であったら、これ別に専決で出さなくてもよかったんではないかとい

う見通しを考えるわけですけども、それで医療従事者というのは、具体的にどういう

方々を指すのか、基本的なことなので御説明をいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   町内に住所を有する方で、医療医院及び各医院等に勤務している従業員の方の分と

なります。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   もう少し具体的に説明できませんか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   医師及び看護師、そちらの事務員等も含まれると聞いております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   私がお聞きしている範囲では、まず歯科技工士も対象になると。それから、調剤薬

局の薬剤師も対象になる、それから消防署の救急業務の職員も対象になる、この点は

いかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   今、議員おっしゃるとおりの方と、あと役場の保健担当の業務の者も先行従事者に

入っております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ワクチンを保管する冷凍庫、最初聞いたときは三つだったと思うんですが、先ほど

の御説明では二つということで、国から来る冷凍庫、マイナス７０何度という、それ

はそれで間違いないんでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 
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○福祉保健部長（前久保眞次） 

   国が配布するマイナス７０度の冷凍庫については、３月中に一つ、４月になって一

つ、あと６月頃に一つ入ってくると聞いております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それでは、今の段階で、やはりワクチンの入荷はまだ分からないということなんで

すね。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   先ほど申したとおり、医療従事者の分は県で行っており、各町民向けの分は市町村

が行いますけども、それについては全然めどはまだ決定されておりません。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   医療従事者の接種場所なんですけども、有田管内においては有田市立病院が中核に

なって、それに基づいて西岡病院と有田南病院にワクチンが配られて、そこで医療従

事者が接種すると、この２か所で間違いないですか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   議員おっしゃるとおり、中核病院の有田市立病院に冷凍庫で保管されたワクチンを、

有田南病院、西岡病院等が配送して、そちらで接種することになっております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ワクチンについてですが、いろんな形で運搬されるということも聞いているんです

けども、保管は最大３日ぐらいということなんですけども、どのように分散されるか

という点があるんですけども、その点、分散と保管については見通しとしてどうなり

ますか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   当面、医療従事者の分については、先ほど言いました基幹施設で保管し、必要な分

を各医療機関が、隔日ぐらいに取りに行くということで聞いております。 
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○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   私お聞きしたのは、打つのは開業医中心と、それから看護師がついてやるんですよ

ね。というのは、開業医さんというのは日常的に自分のところの医療機関で業務をや

っていると。ということは、その各お医者さんが休みの時間帯しか打てないというこ

とで、３時間前後の接種の時間帯になってくるんかなと思うんですが、それで間違い

ないですか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   その辺は、現在、医師会と調整ですけども、それぐらいの時間帯になってくると思

われます。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本件は承認することに決定いたしました。 

……………日程第５ 議案第１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第５、議案第１号、令和２年度有田川町一般会計補正予算第７号を議題としま

す。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   議案第１号について、質疑をさせていただきます。 

   ５１ページの商工観光課、有田川町持続化給付金、補正予算１億８，８６５万円で

すけれども、この事業の内容の説明をお願いできますか。 
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○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   お答えします。新型コロナウイルスの影響を受けて、売上げが著しく悪化している

事業者に対して、町単独として給付金を支給し、経営の立て直しに寄与することとな

っております。 

   なお、支給対象月につきましては、昨年令和２年１月から１２月の売上高をその前

年同月と比較することにより、１２月分の給付をするということになります。また、

昨年実施した緊急持続化給付金のほうについては対象外となります。 

   また、緊急時持続化給付金の売上などを５０％で受給していた人に対しては、それ

が５月以降の同月で８０％に上がったということについては、その差額分を支給した

いと考えております。 

   また、国に応じてのフリーランスとか、令和２年１月から３月に開業した方も対象

としていきたいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   御答弁ありがとうございます。 

   聞いてる限りでは、前回の緊急持続化給付金の対象期間を広げるというのと、対象

範囲を広げるというところで理解をさせていただきました。これなんですけども、申

請はいつ頃を計画しておりますか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   ４月末を考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ４月末という御答弁ですけれども、これは何のために今、補正に上げてスピード感

を持って対応しているのかというところをもうちょっと考えていただきたいというの

と、前回、緊急持続化給付金をやってから、４月末の申請であれば、前回の分から１

年後という形に多分なるんですよね。年度をまたがってくると。そういうところを考

えると、できるだけ早く対応していただきたいと思います。確かに広報の期間とか必

要ですから、ちょっと時間がかかってしまうのかと思いますけども、その点だけ要望

させていただいて、質疑を終わらせていただきます。 

○議長（森谷信哉） 
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   要望でよろしいですか。 

   ほかに質疑はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   議案第１号について質疑をさせていただきます。 

   まず、６ページの繰越明許費の関連で幾つかお聞きしたいんですが、まず団体旅行

等移動補助金２０万円を繰り越す理由と、二つ目に、有田川町すまい給付金２８６万

円を繰り越す理由について、この二つをまず御説明いただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   企画調整課長、細野正人君。 

○企画調整課長（細野正人） 

   団体旅行の移動補助金についての繰越しの件ですけども、この事業は３月末までの

旅行に対して補助を行うものです。補助金の支払いを終えて事業完了となることから、

３月末頃の旅行に対する補助については支払いが４月となるおそれもあります。その

ため、交付金の対象とするために、その分を考慮して２０万円を繰り越すものです。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、山田展生君。 

○住民税務部長（山田展生） 

   増谷議員の質疑にお答えします。 

   すまい給付金の２８６万円の繰越しですけども、現年度予算で行っているんですけ

れども、現在、２月末で１０８件、１，１８８万円の支払い手続が完了しております。

あと１か月あるんですけども、４月以降はもう繰越手続ということで国の交付金も出

ていますので、その部分の２８６万円を繰り越すということで予算要求しております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、有田周辺広域圏事務組合負担金の潮光園移転改築の２億１，１０７万８，０

００円を繰り越す理由について説明ください。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   増谷議員の御質疑にお答えいたします。 

   これは、有田周辺広域圏事務組合での事業でございますが、有田周辺広域圏事務組

合の予算を翌年度に繰越しをすることに伴い、町の負担金の支払いも翌年度へ繰り越

されるため、繰越しを行うものです。 

○議長（森谷信哉） 
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   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、特別出産給付金事業４００万５，０００円の増額した理由について説明を求

めます。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   特別出産給付金については、出産のためで３月中頃より出産される方の届出は４月

請求となるので、繰越し分として１０万円掛ける４０人分と郵券料等を見込んで繰り

越して行っております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、有田川町持続化給付金１億９，００８万円余りの事業ですけども、この持続

化給付金の事業について、私、農家の方に聞かれたんです。例えば、前年との比較で

対象になってくると。そうなると、農家の場合、二、三か月であったら所得ゼロで、

申請しやすいからみんな申請したらどうよといって、結構農家の方がもらっていると

いう逆のクレームみたいな意見を私に投げかけられた人があるんですよ。こんな簡単

で、みんなに周知されていないのに知ってる人は、そういう形でどんどん請求してい

るということで、周知徹底についてきちっとすべきではないかと思うんですが、その

点はいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今までも周知徹底してきているつもりではございましたが、そういう意見をお聞き

しましたんで、今後はさらにしていきたいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、８ページの減収補てん債５，０２８万４，０００円が追加されているんです

けども、税収減何％ぐらいを見込んでいるのか、また返済条件についてまずお聞きし

たいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   財務課長、中屋正也君。 

○財務課長（中屋正也） 

   増谷議員の御質疑にお答えします。 



－２５－ 

   ２０年の償還を考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １４時３５分 

再開 １４時３５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開します。 

○議長（森谷信哉） 

   財務課長、中屋正也君。 

○財務課長（中屋正也） 

   すいません、もう一度最初から。 

   地方税の減収分などで、法人税割とか、法人事業税交付金、利子割交付金、地方消

費税交付金、たばこ税などでその５，０２８万４，０００円を減収として見込んでお

り、その全額５，０２８万４，０００円を減収補てん債として借りる予定でございま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この減収補てん債以外で、減収補てん債の対象外となる税目の税収とか使用料及び

手数料の減収相当額というのも、当然場合によっては出てくると。そうなった場合、

資金手当債というのは発行可能だと言われているんですが、この発行についての考え

はあるんですか、その点はどうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   財務課長、中屋正也君。 

○財務課長（中屋正也） 

   資金手当債というのは、基本、もう交付税算入もないただの借金になりますので、

できるだけそういうのは借りないようにしておくために、借りる予定はしておりませ

ん。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   最後に、２１ページに新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２億８，

７４７万５，０００円というのがあるんですが、この交付金の割り振る事業、さっき

もらったので皆示されているのか、もしくは違うんだったら、また後日でもいいので、



－２６－ 

この交付金を使う事業名と金額入れて出していただけたらと思うんですがどうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   先ほど全員協議会で説明させていただいたとおりです。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第６ 議案第２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第６、議案第２号、令和２年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第

４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 



－２７－ 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第７ 議案第３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第７、議案第３号、令和２年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３号

を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第８ 議案第４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第８、議案第４号、令和２年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第４号

を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 



－２８－ 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第９ 議案第５号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第９、議案第５号、令和２年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第３

号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第１０ 議案第６号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１０、議案第６号、令和２年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算

第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 



－２９－ 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決しました。 

○議長（森谷信哉） 

   お諮りします。 

   日程第１１、議案第７号から日程第３５、議案第３１号までを提案理由の説明だけ

にとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会にしたいと思います。 

   なお、次回の本会議は、３月１６日、火曜日、午前９時３０分に開議します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １４時４２分 

 

 


